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今号の紙面 ○ 高年齢者雇用安定法と雇用開発奨励金 
○６月の事務ごよみ  ○税理士コラム（疋田） 

○小規模企業共済の課税関係 ○贈与税率が2種類になるかも

○顧問先(中井造園様)ご紹介  ○Ｑ＆Ａ災害時備蓄食料は 

指針 
 
 

京阪総合会計事務所通信 
 税理士 疋田 英司 

税理士 中冨  強 
税理士 松谷 正俊 

基本理念 納税者の権利と利益の擁護 

６月の税務・労務 
4 月決算法人の確定申告 
10 月決算法人の中間申告 

6 月中の 
決算応答日 
月末の場合 

7 月 2 日(月) 
1,7,10 月決算法人の消費税中

間申告（年税額 400 万円超）

・社会保険料・児童手当拠出金

（5 月分）の納付期限 
 

7 月 2 日(月) 
･源泉所得税、特別徴収税額 

(5 月分）の納付期限 
･納期の特例を受けている個人

住民税特別徴収税額 

 
6 月 11 日(月) 

６月の行事・業務案内 

1(金) 気象記念日 
4(月) 歯の衛生週間(～10 日) 

10(日) 入梅、時の記念日 
17(日) 父の日 
21(木) 夏至 

   
当事務所が行っている業務 
税務申告作成／税務経理相談／決算節税対策 

／税務調査立会い／記帳代行業務／給与計算／

／会計ソフト導入支援／保険相談／資金調達相

談／経営相談／経営計画作成／起業支援／事業

承継／相続対策／相続手続き代行／成年後見人 

クールビズのお知らせ 
 当事務所は毎年政府の提唱するクール

ビズ運動に参加し、電力消費の低減に貢

献しております。 

 今年も 6 月から 9 月末まで軽装で業務

にあたらせていただきますのでお知らせ

いたします。ご理解ご協力を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

 また、当事務所にご訪問いただく際は、

お客様もぜひクールビズでお越しくださ

いますよう、ご案内申し上げます 

平成 25 年 4 月 1 日から 
65 歳までの雇用が義務化の予定・・・ 

 高年齢者雇用安定法の完全施行
 

厚
生
年
金
の
支
給
時
期
が
原
則
65
歳
に
引
き
上
げ
ら

れ
る
た
め
、60
歳
で
定
年
退
職
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
無
年

金
を
救
う
た
め
の
対
策
と
し
て
定
め
ら
れ
ま
し
た
。 

 

こ
の
た
め
、 

 

① 
定
年
の
引
き
上
げ 

 

② 

継
続
雇
用
制
度
の
導
入 

 

③ 

定
年
制
度
の
廃
止 

 

の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

  

一
方
、
労
使
協
定
で
継
続
雇
用
の
条
件
な
ど
の
合
意
が

あ
れ
ば
、
雇
用
継
続
の
義
務
は
免
れ
ま
す
。 

 

健
康
上
の
理
由
、
勤
務
態
度
な
ど
を
基
準
に
し
た
雇
用

契
約
の
更
新
拒
絶
で
き
る
定
め
を
、
就
業
規
則
・
雇
用
契

約
書
な
ど
で
定
め
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。 

 

高
齢
者
雇
用
開
発
特
別
奨
励
金 

 

次
の
条
件
な
ど
を
根
拠
に
最
高
で
90
万
円
の
助
成
金
を

事
業
主
が
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

① 

雇
用
保
険
の
適
用
事
業
主
で
あ
る 

 

② 

65
歳
以
上
の
離
職
者
の
雇
用 

 

③ 

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
経
由
の
雇
用 

 

④ 

週
20
時
間
以
上
の
雇
用 
 

⑤ 

雇
用
保
険
の
被
保
険
者
期
間
が
６
月
以
上 

 

⑥ 

雇
用
保
険
の
被
保
険
者
資
格
喪
失
か
ら
３
年
以
内 

 
 
 

の
雇
用 

 

⑦ 

１
年
以
上
継
続
し
て
雇
用
す
る 

 

助
成
期
間
は
１
年
。
ご
相
談
は
当
事
務
所
ま
で 

高
年
齢
者
雇
用
開
発
特
別
奨
励
金 

 

65
歳
以
上
の
高
齢
者
雇
用
に
最
高
90
万
円
の
助
成
金
！ 
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●
平
成
24
年
度
個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
が
開
始 

 

６
月
支
給
の
給
与
か
ら
新
年
度
の
個
人
住
民
税
の
特

別
徴
収
を
行
い
ま
す 

 

各
従
業
員
の
住
所
地
の
市
区
町
村
か
ら
通
知
さ
れ
た

年
税
額
・
月
割
税
額
に
基
づ
い
て
、
今
年
６
月
か
ら
来
年

５
月
ま
で
の
12
ヶ
月
で
徴
収
納
付
し
ま
す
。
納
付
期
限

は
、
徴
収
し
た
月
の
翌
月
10
日
で
す
。 

 

10
名
未
満
の
従
業
員
の
場
合
、
源
泉
所
得
税
と
同
じ

よ
う
に
年
２
回
に
ま
と
め
て
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。 

 ●
健
保
・
厚
生
年
金
の
被
保
険
者
報
酬
月
額
変
更
届
の
提
出

要
否
判
定
チ
ェ
ッ
ク 

 

従
業
員
の
給
与
が
昇
給
等
に
よ
っ
て
大
幅
に
変
動
し

た
場
合
、
「
定
時
決
定
」
を
待
た
ず
に
標
準
報
酬
月
額
が

改
訂
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
を
「
随
時
改
定
」
と
い
い
ま
す
。

 

４
月
に
定
期
昇
給
や
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
、
ま
た
は
賃
下
げ

を
行
な
っ
た
場
合
、
６
月
の
給
与
支
払
後
、
健
康
保
険
、

厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
報
酬
月
額
変
更
届
の
提
出

か
必
要
か
否
か
を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
。 

 

□ 

昇
給
・
降
格
が
あ
り
、
固
定
的
賃
金
銀
に
変
動
が
あ

っ
た
場
合 

□ 

固
定
賃
金
が
変
動
し
た
月
か
ら
３
ヶ
月
間
連
続
し

て
、
報
酬
の
支
払
基
礎
日
数
が
17
日
以
上
あ
る
こ

と
。 

□ 

該
当
す
る
３
ヶ
月
の
報
酬
の
平
均
月
額
が
、
従
前
の

標
準
報
酬
月
額
と
比
べ
て
２
等
級
以
上
の
差
が
あ

る
こ
と 

 

月
額
変
更
届
は
、
７
月
中
に
所
轄
の
年
金
事
務
所
（
あ

る
い
は
健
康
保
険
組
合
）
に
提
出
し
、
８
月
に
支
払
う

給
与
か
ら
改
定
後
の
新
保
険
料
に
よ
る
徴
収
を
開
始
し

ま
す
。 

 

な
お
、
７
月
に
は
い
る
と
、
す
ぐ
に
報
酬
月
額
算
定

基
礎
届
の
提
出
事
務
が
は
じ
ま
り
ま
す
。
早
め
に
準
備

に
取
り
掛
か
り
ま
し
ょ
う 

 ●
労
働
保
険
の
年
度
更
新
手
続
き 

６
月
１
日
か
ら
、
労
働
保
険
の
年
度
更
新
手
続
き
の

受
付
が
始
ま
り
ま
す
。
最
終
期
限
は
７
月
10
日
で
す
。

６
月
中
に
作
業
が
終
わ
る
よ
う
計
画
し
ま
し
ょ
う
。 

 
●
賞
与
か
ら
の
健
康
保
険
・
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
料
控
除

６
月
に
賞
与
を
支
給
す
る
事
業
所
は
、
賞
与
か
ら
従

業
員
負
担
分
の
健
康
保
険
と
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
料

（
40
歳
以
上
は
介
護
保
険
料
も
）
を
控
除
し
ま
す
。
賞

与
に
係
る
保
険
料
は
、
被
保
険
者
負
担
分
と
会
社
負
担

分
を
合
わ
せ
て
、
納
入
告
知
書
に
従
っ
て
翌
月
末
ま
で

に
納
付
し
ま
す
。 

な
お
、
賞
与
を
支
払
っ
た
と
き
は
「
賞
与
支
払
届
」

を
作
成
し
、
支
給
日
か
ら
５
日
以
内
に
、
所
轄
の
年
金

事
務
所
（
一
部
の
健
康
保
険
組
合
を
含
む
）
に
提
出
し

ま
す 

  

配
給
し
か
食
べ
な
く
て
餓
死
し
た
判
事
の
話 

  

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
朝
ド
ラ
「
梅
ち
ゃ
ん
先
生
」
で
、
配
給
だ
け

を
た
べ
て
栄
養
失
調
で
亡
く
な
っ
た
判
事
が
話
題
に
な

っ
た
。
法
の
番
人
が
法
を
犯
し
て
は
な
ら
な
い
。
「
ヤ
ミ

は
食
べ
な
い
」
と
信
念
を
貫
き
通
し
た
結
果
ら
し
い
。 

 

実
際
に
は
妻
も
そ
の
行
い
に
追
随
し
た
ら
し
い
。
瀕
死

の
夫
婦
の
姿
を
見
か
ね
た
父
親
は
「
命
を
粗
末
に
す
る

な
」
と
戒
め
、
友
人
は
「
愚
直
」
と
批
判
し
た
ら
し
い
。 

 

命
を
懸
け
て
孤
高
に
信
念
を
貫
い
た
判
事
さ
ん
に
、
敬

意
を
表
し
つ
つ
も
、
申
し
訳
な
い
が
、
今
の
社
会
保
障
制

度
と
ダ
ブ
っ
て
し
ま
っ
た
。 

  

現
在
、
個
人
・
法
人
を
問
わ
ず
、
経
営
者
は
様
々
な
負

担
を
負
わ
さ
れ
な
が
ら
経
営
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。 

 

人
を
雇
え
ば
、
健
康
保
険
・
年
金
・
労
働
保
険
な
ど
の

負
担
。
さ
ら
に
消
費
税
負
担
が
増
え
る
。
源
泉
徴
収
事
務

を
は
じ
め
、
国
の
決
ま
り
の
た
め
に
事
業
主
の
負
担
は
、

ま
す
ま
す
増
加
す
る
。 

 

法
を
遵
守
す
る
の
は
、
当
た
り
前
の
こ
と
だ
。
こ
れ
に

異
論
を
挟
む
つ
も
り
は
な
い
。
し
か
し
、
だ
。
負
担
が
嵩

む
上
に
経
営
が
成
り
立
た
ず
、
さ
り
と
て
家
族
や
従
業
員

を
抱
え
て
廃
業
す
る
わ
け
に
も
い
か
ず
。 

 

ま
じ
め
に
や
る
と
経
営
が
成
り
立
た
な
い
今
の
政
治

っ
て
な
ん
だ
・
・
悲
痛
な
声
を
耳
に
す
る
と
、
現
行
法
と

憲
法
の
関
係
は
ど
う
な
ん
だ
っ
て
自
問
し
た
く
な
る
。
今

日
も
心
揺
れ
な
が
ら
、
社
長
の
声
に
耳
を
傾
け
る
。 

疋
田
英
司 

６
月
の
事
務
ご
よ
み 
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  種類 税法上の取扱い 

共

済

金 

共済金（準共済金）を一括で受取る場合 退職所得 

共済金を分割で受取る場合 公的年金等の雑所得 

共済金を一括・分割併用で受取る場合 
一括分：退職所得 

分割分：公的年金等の雑所得 

共済契約者がなくなったために遺族が共済

金を受取る場合（死亡退職金） 
相続税法上：みなし相続財産 

解

約

手

当

金 

65 歳以上の方が任意解約をする場合 退職所得 

65 歳未満の方が任意解約をする場合 一時所得 

個人事業主が金銭以外の出資により法人成

りし役員に就任して受取る場合 
退職所得 

個人事業主が法人成りし役員に就任して受

取る場合 
退職所得 

個人事業主が法人成りし、共同経営者が役

員に就任して受取る場合 
退職所得 

65 歳以上の共同経営者が任意辞任（独立開

業・のれん分けを含む）をする場合 
退職所得 

65 歳未満の共同経営者が任意辞任（独立開

業・のれん分けを含む）をする場合 
一時所得 

12 ヶ月以上の掛金の未払いによる解約（機

構解約）で受取る場合 
一時所得 

※中小機構ＨＰからの転載です。ケースにより取扱いが異なる場合があります。 

 
 
  

  
 
現行 

改正法案 
20 歳以上 
直系尊属から

の贈与 

 
左以外 

200 万円以下 10％ 10％ 10％ 
300 万円以下 15％ 15％ 15％ 
400 万円以下 20％ 20％ 
600 万円以下 30％ 20％ 30％ 
1000 万円以下 40％ 30％ 40％ 
1500 万円以下 50％ 40％ 45％ 
3000 万円以下 45％ 50％ 
4500 万円以下 50％ 55％ 
4500 万円超 55％ 

税法上の取り扱いは？ 

税金はいくらかかるの？ 

共
済
金
及
び
解
約
手
当
金
は
、
受
け
取
る
際
の
年
齢
や
一
括
又
は
分
割
な
ど
の
受
取
方
法
な
ど
で

税
法
上
の
取
扱
い
が
異
な
り
ま
す
。
当
然
、
取
扱
い
が
異
な
れ
ば
か
か
る
税
金
も
違
っ
て
き
ま
す
。

リ
タ
イ
ヤ
が
近
い
と
思
っ
た
ら
・
・
当
事
務
所
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

そ
ろ
そ
ろ
引
退
・
・
・
と
こ
ろ
で
、
小
規
模
企
業
共
済
は
全
部
退
職
金
扱
い
？ 

２
種
類
に
分
か
れ
る
贈
与
税
の
税
率
構
造 

相
続
税
の
増
税
を
図
れ
ば
、
相
続
税
の
負
担
が
高
ま
る
た

め
、
生
前
贈
与
を
促
す
。
こ
れ
と
併
せ
て
贈
与
税
を
緩
和
す
れ

ば
、
贈
与
は
い
っ
そ
う
促
進
さ
れ
る
。
そ
う
す
れ
ば
消
費
が
拡

大
す
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
税
一
体
改
革
関
連
法
案
は
、

贈
与
税
の
税
率
構
造
を
緩
和
し
、
高
齢
者
の
保
有
資
産
を
若
年

世
代
へ
の
早
期
移
転
を
促
進
す
る
見
直
し
が
盛
り
込
ま
れ
て

い
る
。 

相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
対
象
と
な
ら
な
い
贈
与
税
の
う

ち
、
20
歳
以
上
の
者
が
直
系
尊
属
か
ら
贈
与
を
受
け
た
場
合
の

贈
与
税
の
税
率
構
造
を
緩
和
す
る
。 

相
続
時
清
算
課
税
の
対
象
の
受
贈
者
の
条
件
に
20
歳
以
上

の
孫(

現
行
は
子)

、
贈
与
者
の
条
件
に
60
歳
以
上
の
親
（
現
行

65
歳
以
上
）
に
拡
大
す
る
予
定
。
い
ず
れ
も
贈
与
の
年
の
正
月

時
点
の
年
齢
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。 
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災
害
時
に
備
え
て
食
料
品
を
備
蓄
し
ま
す 

 

購
入
費
用
は
損
金
に
算
入
し
て
い
い
で
す
か
？ 

Ａ 

災
害
時
に
備
え
て
備
蓄
す
る
非
常
用
食
料
品
は
、
次
の
理
由
か
ら
備
蓄
時
に
事
業
供
用

さ
れ
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

① 

食
料
品
は
、
繰
り
返
し
使
用
す
る
も
の
で
は
な
く
、
消
耗
品
と
し
て
の
特
性
を
持
つ

も
の
で
あ
る
こ
と 

② 

そ
の
効
果
が
長
期
間
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
食
料
品
は
減
価
償
却
資
産
ま

た
は
繰
延
資
産
に
含
ま
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と 

③ 

仮
に
、
そ
の
食
品
が
法
人
税
に
定
め
る
棚
卸
資
産
の
範
囲
に
掲
げ
る
「
消
耗
品
で
、

貯
蔵
中
の
も
の
」
で
あ
る
と
し
て
も
、
災
害
時
の
非
常
食
は
、
備
蓄
す
る
こ
と
を
も

っ
て
事
業
の
用
に
供
し
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

④ 

類
似
物
品
と
し
て
、
消
火
器
の
中
身
（
粉
末
ま
た
は
消
化
液
）
は
取
替
え
時
の
損
金

と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
こ
と
。 

 

こ
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
、
非
常
時
用
の
備
蓄
品
は
、
設
置
し
た
時
点
で
損
金
に
入

れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

備
蓄
品
と
し
て
ヘ
ル
メ
ッ
ト
や
毛
布
な
ど
も
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
見
直
し
を
さ

れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 

と
こ
ろ
で
、
非
常
食
が
社
長
だ
け
と
か
特
定
の
人
の
分
だ
け
用
意
し
た
場
合
は
、
そ

の
人
へ
の
給
与
と
さ
れ
か
ね
ま
せ
ん
。
賞
味
期
限
が
近
づ
い
た
か
ら
と
、
特
定
の
人

だ
け
で
分
配
す
る
の
も
同
じ
で
す
。
全
社
員
を
対
象
と
な
る
よ
う
注
意
が
必
要
で
す
。 

  Ｑ 

震
災
な
ど
の
災
害
時
に
、
自
宅
に
戻
れ
な
い
従
業
員
の
た
め
、
人
数
分
で
１
週
間
分
の

食
料
品
な
ど
を
備
蓄
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
こ
れ
っ
て
経
費
で
い
い
で
す
か
？ 

Q&A
コーナー

http://nakaizouen.com

うちのお客様です 

健
康
で
美
し
い 

庭
づ
く
り
は
お
ま
か
せ

 
 

寝
屋
川
市
・
枚
方
市
・
交
野
市
を
中
心
に
、 

年
間
を
通
じ
て
樹
木
・
芝
生
の
「
定
期
管
理
」
を

行
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。 

剪
定
、
消
毒
や
肥
料
に
よ
る
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
が

好
評
で
、
定
期
契
約
の
お
客
様
の
リ
ピ
ー
ト
率
は

97
％
以
上
で
す
。 

ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
が
万
全
の
造
園
会
社
さ

ん
だ
か
ら
こ
そ
の
リ
ピ
ー
ト
率
の
高
さ
で
す 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
役
立
つ
豆
知
識
も
わ
か

り
や
す
く
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。 

ぜ
ひ
一
度
、
ご
覧
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。 

お庭などの定期管理をご利用の

お客様は 500 件以上!! 
 


